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◆
市
役
所
で
で
き
る
確
定
申
告

▼
対
象　

▽
収
入
＝
給
与
と
公
的
年
金

の
み
の
方　

▽
控
除
＝
医
療
費
・
社
会

保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
扶
養
控
除
追

加
な
ど

▼
日
時　

２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈭

（
㈯
㈰
は
除
く
。
た
だ
し
、
２
月
19
日
・

26
日
㈰
は
実
施
）
▽
午
前
の
部
＝
８
時

30
分
～
12
時（
受
け
付
け
は
11
時
ま
で
。

11
時
前
に
１
０
０
人
を
超
え
た
場
合
は

午
後
の
部
へ
）
▽
午
後
の
部
＝
13
時
～

17
時
15
分
（
受
け
付
け
は
15
時
30
分
ま

で
）
※
混
雑
時
は
、
受
付
終
了
が
早
ま

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

※
２
月
18
日
㈯
・
３
月
３
日
㈯
の
市

役
所
土
曜
開
庁
日
は
、
完
成
し
た
申
告

書
の
提
出
に
限
り
市
民
税
課
窓
口
で
収

受
し
ま
す
。

▼
注
意
事
項　

市
役
所
へ
の
郵
送
に
よ

る
提
出
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
市
役
所
で
で
き
な
い
確
定
申
告

　

次
の
①
～
④
に
該
当
す
る
方
は
、
直

接
大
和
税
務
署
で
申
告
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

①
給
与
・
年
金
以
外
の
収
入
に
関
す
る

申
告

②
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
申
告

③
雑
損
控
除
の
申
告

④
平
成
22
年
分
以
前
の
申
告

　

※
た
だ
し
、
完
成
し
た
申
告
書
の
提

出
に
限
り
、市
役
所
で
も
収
受
し
ま
す
。

◆
公
的
年
金
に
係
る
確
定
申
告

　

平
成
23
年
分
以
後
、
公
的
年
金
な
ど

の
収
入
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

で
、
年
金
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下

で
あ
る
場
合
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要

が
な
く
な
り
ま
し
た
。　

　

※
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き

ま
す
。
ま
た
、
確
定
申
告
が
不
要
な
場

合
で
あ
っ
て
も
、
市
・
県
民
税
の
申
告

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
市
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

　

市
・
県
民
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限

は
３
月
15
日
㈭
で
す
。申
告
が
な
い
と
、

国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
な
ど

の
金
額
に
影
響
が
あ
る
ほ
か
、
課
税
証

明
な
ど
の
発
行
が
で
き
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
次
の
①
～
④
に
該
当
す
る
方
は

申
告
不
要
で
す
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
方

②
昨
年
中
の
収
入
が
給
与
の
み
で
、
年

末
調
整
済
み
の
給
与
支
払
報
告
書
が
勤

務
先
か
ら
市
に
提
出
さ
れ
て
い
る
方

③
昨
年
中
の
収
入
が
公
的
年
金
の
み

で
、
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で

あ
り
、
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

の
控
除
内
容
に
変
更
が
な
い
方

④
市
内
に
居
住
す
る
方
の
年
末
調
整
や

確
定
申
告
で
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
方

▼
申
告
方
法　

２
月
15
日
㈬
ま
で
は
市

民
税
課
窓
口
（
土
曜
開
庁
日
も
含
む
）

で
、
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈭
は
市

役
所
７
０
２
・
７
０
３
会
議
室
で
確
定

申
告
と
同
様
の
時
間
内
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
郵
送
に
よ
る
提
出
も

可
能
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
は
３
月
15
日
㈭
ま
で
に
お
忘
れ
な
く
！
問
大
和
税
務
署
☎（
２
６
２
）９
４
１
１
・
市
民
税
課
☎（
２
３
５
）８
５
９
４

　
所
得
税
の
申
告
期
間
は
、
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈭
で
す
（
㈯
㈰
は
除
く
。

た
だ
し
、
２
月
19
日・26
日
㈰
は
実
施
）。
確
定
申
告
書
は
ご
自
身
で
作
成
し
、
大

和
税
務
署
へ
郵
送
な
ど
で
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
役
所
で
も
次
の
と
お
り
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

こ
と
し
か
ら
会
場
が

市
役
所
７
０
２
・
７
０
３
会
議
室
に

変
更
に
な
り
ま
し
た

①印鑑
②源泉徴収票（原本）
③社会保険料の年間納入額が分
かる領収書または証明書（国民
年金は控除証明書の添付が必要）
④生命保険・地震保険など各種
控除証明書（年末調整分を除く）
⑤医療費控除の場合
領収書（あらかじめ合計額を計
算してください）と高額療養費、
分べん費など医療費の補てんを
受けた金額の分かるもの
⑥申告者自身の銀行口座番号
⑦申告書が郵送された方は、そ
の用紙
⑧筆記用具、計算用具
⑨e－Taxを利用されている方
は、利用者識別番号と暗証番号

申告に持参するもの

　昨年11月13日に執行した海老名市議会議員選挙において、３番目の得票数で当選
した候補者の14票が、18番目で当選した候補者の票に混入していました。市選挙管
理委員会では、同選挙で次点となった候補ほか２名からの異議申出を受け、全投票
用紙を再点検した12月10日に混入票を発見していましたが、ことし１月10日まで公
表していませんでした。これは選挙に携わる者として許されることではありません。
ここに市民の皆様をはじめ、立候補者、その関係者の方々に深くお詫び申し上げま
す。
　今後は、今回の反省を踏まえ、選挙事務におけるミスをなくすこと、万が一ミス
が起きてしまったときには速やかに事実を公表し、再発防止に努めることが市選挙
管理委員会に課せられた責務であることを深く認識し、皆様の信頼回復に全力で努
めてまいります。
� 海老名市選挙管理委員会
� ☎（235）4905

市民の皆様へ（おわび）

　
顔
写
真
付
き
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
「
え
び
な
カ
ー
ド
」
は
、
運
転
免
許

証
な
ど
の
公
的
な
身
分
証
明
書
と
同
様

に
、
本
人
確
認
用
の
証
明
と
し
て
使
用

で
き
る
の
で
便
利
で
す
。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
特
定
健
診
と
後
期
高
齢
者
健
診
の
平

成
23
年
度
の
受
診
は
、
３
月
31
日
㈯
で

終
了
し
ま
す
。未
受
診
の
方
は
、健
康
管

理
の
た
め
に
受
診
を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
対
象　
〔
特
定
健
診
〕
40
～
74
歳
の

海
老
名
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
。

（
今
年
度
に
人
間
ド
ッ
ク
助
成
を
申
請

し
た
方
は
除
く
）〔
後
期
高
齢
者
健
診
〕

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

▼
そ
の
他　
受
診
対
象
者
に
は
、
去
年

５
月
中
旬
に
必
要
書
類
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
年
度
途
中
に
受
診
対
象
と
な
っ

た
方
や
書
類
を
紛
失
し
た
方
は
、
保
険

年
金
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

作
り
ま
せ
ん
か
？

写
真
付
き
「
え
び
な
カ
ー
ド
」

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診

～
受
診
期
間
は
３
月
末
ま
で
～ 問

市
民
課
☎（
２
３
５
）４
８
６
９

問
保
険
年
金
課
☎（
２
３
５
）４
５
９
４

◆
カ
ー
ド
に
は
こ
ん
な
機
能
が
…

　
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
機
能

　
・
自
動
交
付
機
の
利
用

　
　（
窓
口
交
付
よ
り
50
円
安
く
利
用
）

　
・
図
書
貸
し
出
し
機
能

　
・
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

発行手数料は500円です。


